
 京都外国語大学・京都外国語短期大学 

付属図書館   
「京都外大図書館市民利用制度」

【利用内容】 
1. 館内の閲覧室利用は、第 3閲覧室をはじめ、第 1閲覧室（学生用）、第 2閲覧室（学生用）
を自由に選んで利用していただくことができます。 2. 本学図書館資料の文献複写は、著作
権法の掲示をご確認のうえ許されている範囲内で行ってください（実費が必要です）。3. 館
外貸出限度は ６冊２週間以内 です。4. 本学図書館が主催する稀覯（きこう）書展示会（参
考・デジタル展示会へ）やフォーラム等に参加・出席していたくことができます。 

【利用条件】 
＜利用について＞ 
1. 語学・文学・地理・歴史・政治・経済・芸術・地域研究など人文・社会科学を中心にして、
学習、調査、研究等を推進されようとする方。2. 原則として京都や近隣府県に在住する人で
20 歳以上の方。3. 他大学に、学生あるいは研究者として在籍されていない方。 4. 上記の
1.から 3.にかかわらず企業や団体に所属され、業務上の調査や研究が必要な方。 
＜登録について＞  
1. 利用登録の有効期限は登録日の 1年後の末日です。2. 登録料 3,000 円が必要（1.で示す
期間分）です。 

【本件に関するお問合せ先】 
京都外国語大学付属図書館 
Ｔel ：075‐322‐6030 
Ｆax ：075‐322‐6244 
E‐ｍail：tohokan@kufs.ac.jp

【関連Webサイト】 
http://www.kufs.ac.jp/toshokan/index.html

 ※利用案内（市民利用制度）
http://www.kufs.ac.jp/toshokan/simin/simin.htm


